あなたの意見を県政に！！


大分県男女共同参画審議会の委員を募集します！！


１　趣旨
県では、様々な分野、世代の県民の皆さんのご意見をお聴きし、男女共同参画の施策に反映させるため、大分県男女共同参画審議会の委員を公募します。
男女共同参画社会づくりに理解と意欲を持ち、建設的な意見をいただける方を募集します。

２　募集人員　　２人

３　応募資格
（１）県内に居住する満１８歳以上の方（令和８年４月１日現在）
（２）男女共同参画社会の推進について関心がある方
（３）平日昼間に大分市内で開催される審議会（年１～３回程度）に出席できる方
※　国、地方公共団体の議員又は常勤職員になっている方は応募できません。

４　応募方法 
裏面の応募申込書に必要事項（氏名、連絡先、自己ＰＲ等）を記入のうえ、男女共同参画社会づくりに関する課題や抱負に関する内容の小論文（様式は任意、８００字程度）を添えて、大分県県民生活・男女共同参画課まで持参、郵送、電子メールのいずれかの方法によりご応募ください。応募に要する経費はご負担願います。
※　提出された書類については、返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。

【持参・郵送先】〒870-0037　大分市東春日町１番１号　ＮＳ大分ビル１階（アイネス内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 県民生活・男女共同参画課 参画推進班　宛

５　募集期間　　令和８年３月１０日（火）～令和８年３月２７日（金）１７時<必着>

６　選考方法、結果の通知
選考は、第一次審査として、応募された小論文の審査を行い、第一次審査を通過された方について面接審査を実施します。各審査とも終了後、結果を文書でお知らせします。
　　※　面接審査に要する旅費については、県の規程に基づきお支払いします。
※　面接審査の予定日は、令和８年４月中旬を予定しており、実施時間及び場所は応募された方に連絡します。

７　その他
○　委員の任期は、令和８年６月１日から令和１０年５月３１日までの２年間です。
○　審議会への出席に係る報酬及び旅費は、県の規程に基づきお支払いします。
○　委員に選任された場合、氏名・職業を県のホームページ等で公表します。
○　応募によって知り得た個人情報については、委員の選考以外の目的には利用いたしません。
＜ 応募先（問い合わせ先） ＞
大分県 生活環境部 県民生活・男女共同参画課　参画推進班
〒８７０－００３７　　　大分市東春日町１番１号　ＮＳ大分ビル１階
電　 話 ： ０９７－５３４－２０３９
Ｆ Ａ Ｘ ： ０９７－５３４－２０５７
E-mail  ： oita-sankaku@pref.oita.lg.jp


